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【手続補正書】
【提出日】平成30年3月14日(2018.3.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
  本発明および本明細書におけるサーボパターンのエッジ形状の「理想形状」とは、位置
ずれなくサーボパターンが形成された場合のエッジ形状をいう。例えば、一態様では、上
記サーボパターンは、磁気テープの幅方向の一方から他方に向かって連続的または不連続
に延びる直線状サーボパターンである。なおサーボパターンについての「直線状」とは、
エッジ形状の位置ずれは不問として、パターン形状として曲線部分を含まないことをいう
。「連続的」とは、傾斜角度の変曲点なく、かつ途切れることなく、テープ幅方向の一方
から他方に向かって延びることをいう。磁気テープの幅方向の一方から他方に向かって連
続的に延びるサーボパターンの一例は、図２に示したサーボパターンである。これに対し
、「不連続」とは、傾斜角度の変曲点が１つ以上あるか、および／または、１箇所以上で
途切れて延びていることをいう。傾斜角度の変曲点はあるが途切れずに延びる形状は、い
わゆる折れ線形状である。傾斜角度の変曲点が１つで途切れることなくテープ幅方向の一
方から他方に向かって延びる不連続なサーボパターンの一例は、図６に示すサーボパター
ンである。一方、傾斜角度の変曲点なく１箇所で途切れてテープ幅方向の一方から他方に
向かって延びる不連続なサーボパターンの一例は、図７に示すサーボパターンである。ま
た、傾斜角度の変曲点が１つで、１箇所で途切れてテープ幅方向の一方から他方に向かっ
て延びる不連続なサーボパターンの一例は、図８に示すサーボパターンである。
  テープ幅方向の一方から他方に向かって連続的に延びる直線状サーボパターンについて
、エッジ形状の「理想形状」とは、直線状のサーボパターンの走行方向の下流側のエッジ
の端部２箇所を結ぶ線分の形状（直線形状）である。例えば図２に示した直線状サーボパ
ターンについては、図３、図４中のＬ１で示した直線の形状である。一方、不連続に延び
る直線状サーボパターンについては、理想形状とは、傾斜角度の変曲点がある形状につい
ては、傾斜角度が同じ部分の一端から他端を結ぶ線分の形状（直線形状）である。また、
１箇所以上で途切れて延びている形状については、連続的に延びている各部分のそれぞれ
の一端から他端を結ぶ線分の形状（直線形状）である。例えば、図６に示すサーボパター
ンについては、ｅ１とｅ２とを結ぶ線分、およびｅ２とｅ３とを結ぶ線分である。図７に
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示すサーボパターンについては、ｅ４とｅ５とを結ぶ線分、およびｅ６とｅ７とを結ぶ線
分である。図８に示すサーボパターンについては、ｅ８とｅ９とを結ぶ線分、およびｅ１
０とｅ１１とを結ぶ線分である。
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